
 

大阪広域水道企業団水道企業条例等の一部を改正する条例 を公布する。  

平成 31年２月 22日  

大阪広域水道企業団  

企業長  竹山  修身  

大阪広域水道企業団条例第１号  

大阪広域水道企業団水道企業条例等 の一部を改正する条例  

（大阪広域水道企業団水道企業条例の一部改正）  

第１条  大阪広域水道企業団水道企業条例（平成 23年大阪広域水道企業

団条例第２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

（経営の基本）  （経営の基本）  

第３条  （略）  第３条  （略）  

２ （略）  ２ （略）  

(1) （略）  (1) （略）  

ア （略）  ア （略）  

給水対象 （略） 

堺市、岸和田市、豊中市、池田
市、吹田市、泉大津市、高槻市、
貝塚市、守口市、枚方市、茨木
市、八尾市、泉佐野市、富田林
市、寝屋川市、河内長野市、松原
市、大東市、和泉市、箕面市、柏
原市、羽曳野市、門真市、摂津
市、高石市、藤井寺市、東大阪
市、交野市、大阪狭山市、島本
町、能勢町、熊取町、河南町及び
大阪広域水道企業団 

（略） 

 

給水対象 （略） 

堺市、岸和田市、豊中市、池田
市、吹田市、泉大津市、高槻市、
貝塚市、守口市、枚方市、茨木
市、八尾市、泉佐野市、富田林
市、寝屋川市、河内長野市、松原
市、大東市、和泉市、箕面市、柏
原市、羽曳野市、門真市、摂津
市、高石市、藤井寺市、東大阪
市、泉南市、交野市、大阪狭山
市、阪南市、島本町、豊能町、能
勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、
岬町、河南町及び大阪広域水道企
業団 

（略） 

 

イ （略）  イ （略）  

事業の
名称 

給水区域 給水人
口 

１日最
大給水
量 

泉南水
道事業 

泉南市の区域 
ただし、新家、兎
田、別所、信達市
場、信達牧野、信
達岡中、信達六
尾、信達金熊寺、
信達童子畑、信達
楠畑、信達葛畑、
及び岡田の各一部

61,500
人 

21,920
立方メ
ートル 

事業の
名称 

給水区域 給水人
口 

１日最
大給水
量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

の区域及び泉州空
港南の全部の区域
を除く。 

四條畷
水道事
業 

（略） （略） （略） 

阪南水
道事業 

阪南市の区域 
ただし、貝掛、箱
作、桑畑、自然田
及び山中渓の各一
部の区域を除く。 

54,000
人 

19,210
立方メ
ートル 

豊能水
道事業 

豊能郡豊能町の区
域 
ただし、余野、川
尻、木代、切畑、
野間口、高山、
牧、寺田及び吉川
の各一部の区域を
除く。 

19,300
人 

6,830
立方メ
ートル 

忠岡水
道事業 

泉北郡忠岡町の区
域 
ただし、新浜の全
部の区域を除く。 

16,800
人 

6,030
立方メ
ートル 

田尻水
道事業 

泉南郡田尻町の区
域及び泉南市岡田
の一部の区域 
ただし、泉州空港
中の全部の区域を
除く。 

9,000
人 

3,690
立方メ
ートル 

岬水道
事業 

泉南郡岬町の区域 
ただし、淡輪、深
日、多奈川及び孝
子の各一部の区域
を除く。 

15,400
人 

7,370
立方メ
ートル 

（略） （略） （略） （略） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

四條畷
水道事
業 

（略） （略） （略） 

    

（略） （略） （略） （略） 
 

(2) （略）  (2) （略）  

  

（大阪広域水道企業団職員定数条例の一部改正）  

第２条  大阪広域水道企業団職員定数条例（平成 22年大阪広域水道企業

団条例第３号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

（職員の定数）  （職員の定数）  

第２条  職員の定数は、 621人とする。  第２条  職員の定数は、 524人とする。  

  



 

（大阪広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改

正）  

第 ３ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例

（平成 23年大阪広域水道企業団条例第 14号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

（趣旨）  （趣旨）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 法 （ 昭
和 25年 法 律 第 261号 。 以 下 「 法 」 と い
う 。 ） 第 29条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 （ 以 下 「 職
員 」 と い う 。 ） の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果
に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す
る。  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 地 方 公 務 員 （ 昭 和
25 年 法 律 第 261 号 。 以 下 「 法 」 と い
う 。 ） 第 29条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 （ 以 下 「 職
員 」 と い う 。 ） の 懲 戒 の 手 続 及 び 効 果
に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す
る。  

  

附  則  附  則  

  

１・２  （略）  １・２  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

３  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 、 阪 南
市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田 尻 町 又 は 岬 町
の 職 員 で あ っ た 者 で 、 引 き 続 き 同 日 に
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 と な っ た も
の （ 企 業 長 の 求 め に よ り 職 員 と な っ た
も の に 限 る 。 ） に つ い て 、 職 員 の 懲 戒
の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 32
年 泉 南 市 条 例 第 21号 ） 、 職 員 の 懲 戒 の
手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 47年
阪 南 市 条 例 第 18号 ） 、 職 員 の 懲 戒 の 手
続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 26年 豊
能 町 条 例 第 49号 ） 、 忠 岡 町 職 員 の 懲 戒
の 手 続 き 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和
26年 忠 岡 町 条 例 第 28号 ） 、 職 員 の 懲 戒
の 手 続 及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 26
年 田 尻 町 条 例 第 39号 ） 又 は 職 員 の 懲 戒
及 び 効 果 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 30年 岬 町
条 例 第 15号 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 懲
戒 の 処 分 、 手 続 及 び 効 果 は 、 こ の 条 例
中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が あ る 場 合 に
は 、 当 該 規 定 に よ り な さ れ た も の と み
な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 期 間 の 定 め
の あ る 処 分 に つ い て は 、 従 前 の 処 分 に

 



 

係る期間を通算するものとする。  

  

（大阪広域水道企業団 職員の育児休業等に関する 条例の一部改正）  

第４条  大阪広域水道企業団職員の育児休業等に関する条例（平成 23年

大阪広域水道企業団条例第 18号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

（ 育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め
る場合）  

（ 育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め
る場合）  

第 ２ 条 の ４  育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の
条 例 で 定 め る 場 合 は 、 １ 歳 ６ か 月 か ら
２ 歳 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た
め 、 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の １ 歳 ６ か 月
到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の １ 歳 ６ か 月 到
達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 に 規 定 す
る 場 合 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育
児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を
し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任
期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後
に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に
あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は
当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休
業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ
う と す る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い
ずれにも該当するときとする。  

第 ２ 条 の ４  育 児 休 業 法 第 ２ 条 第 １ 項 の
条 例 で 定 め る 場 合 は 、 １ 歳 ６ か 月 か ら
２ 歳 に 達 す る ま で の 子 を 養 育 す る た
め 、 非 常 勤 職 員 が 当 該 子 の １ 歳 ６ か 月
到 達 日 の 翌 日 （ 当 該 子 の １ 歳 ６ か 月 到
達 日 後 の 期 間 に お い て こ の 条 に 規 定 す
る 場 合 に 該 当 し て そ の 任 期 の 末 日 を 育
児 休 業 の 期 間 の 末 日 と す る 育 児 休 業 を
し て い る 非 常 勤 職 員 で あ っ て 、 当 該 任
期 が 更 新 さ れ 、 又 は 当 該 任 期 の 満 了 後
に 特 定 職 に 引 き 続 き 採 用 さ れ る も の に
あ っ て は 、 当 該 任 期 の 末 日 の 翌 日 又 は
当 該 引 き 続 き 採 用 さ れ る 日 ） を 育 児 休
業 の 期 間 の 初 日 と す る 育 児 休 業 を し よ
う す る 場 合 で あ っ て 、 次 の 各 号 の い ず
れにも該当するときとする。  

 (1)・ (2) （略）   (1)・ (2) （略）  

  

附  則  附  則  

  

１・２  （略）  １・２  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

３  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 、 阪 南
市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田 尻 町 又 は 岬 町
の 職 員 で あ っ た 者 で 、 引 き 続 き 同 日 に
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 と な っ た も
の （ 企 業 長 の 求 め に よ り 職 員 と な っ た
も の に 限 る 。 ） に つ い て 、 職 員 の 育 児
休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 泉 南 市
条 例 第 ７ 号 ） 、 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関
す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 阪 南 市 条 例 第 ３
号 ） 、 豊 能 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す
る 条 例 （ 平 成 ４ 年 豊 能 町 条 例 第 ３

 



 

号 ） 、 忠 岡 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す
る 条 例 （ 平 成 ４ 年 忠 岡 町 条 例 第 ５
号 ） 、 田 尻 町 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す
る 条 例 （ 平 成 ４ 年 田 尻 町 条 例 第 ２ 号 ）
又 は 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例
（ 平 成 ４ 年 岬 町 条 例 第 ２ 号 ） の 規 定 に
よ り な さ れ た 育 児 休 業 又 は 育 児 短 時 間
勤 務 の 承 認 は 、 こ の 条 例 中 に こ れ に 相
当 す る 規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 規 定
に よ り な さ れ た も の と み な す 。 こ の 場
合 に お い て 、 こ の 条 例 の 規 定 に よ り な
さ れ た も の と み な さ れ る 育 児 休 業 又 は
育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 に 係 る 期 間 に
は 、 従 前 の 承 認 に 係 る 期 間 を 通 算 す る
ものとする。  

  

（大阪広域水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正）  

第 ５ 条  大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例

（平成 23年大阪広域水道企業団条例第 22号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

（給与の種類）  （給与の種類）  

第 ２ 条  企 業 団 職 員 で 一 般 職 に 属 す る 地
方 公 務 員 （ 非 常 勤 職 員 （ 地 方 公 務 員 法
（昭和 25年法律第 261号）第 28条の５第
１ 項 、 第 28条 の ６ 第 ２ 項 、 地 方 公 務 員
の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年
法律第 110号。以下「育児休業法」とい
う 。 ） 第 18条 第 １ 項 又 は 一 般 職 の 任 期
付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23
年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 11号 ） 第
４ 条 各 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員
を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 く 。 以 下
「 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与 は 、 給 料 及
び手当とする。  

第 ２ 条  企 業 団 職 員 で 一 般 職 に 属 す る 地
方 公 務 員 （ 非 常 勤 職 員 （ 地 方 公 務 員 法
（昭和 25年法律第 261号）第 28条の５第
１ 項 、 第 28条 の ６ 第 ２ 項 、 地 方 公 務 員
の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年
法律第 110号）第 18条第１項又は一般職
の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例
（ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第
11号 ） 第 ４ 条 各 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ
れ た 職 員 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） を 除
く 。 以 下 「 職 員 」 と い う 。 ） の 給 与
は、給料及び手当とする。  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

  

（時間外勤務手当）  （時間外勤務手当）  

第 12条  （略）  第 12条  （略）  

２  （略）  ２  （略）  



 

 (1) 育 児 休 業 法 第 10条 第 ３ 項 の 規 定 に
よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 育 児 短 時
間 勤 務 の 承 認 を 受 け た 職 員 及 び 同 法
第 17条 の 規 定 に よ る 短 時 間 勤 務 を す
ることとなった職員  

 (1) 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る
法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 110号 。 以 下
「 育 児 休 業 法 」 と い う 。 ） 第 10条 第
３ 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 １ 項 に 規 定
す る 育 児 短 時 間 勤 務 の 承 認 を 受 け た
職 員 及 び 育 児 休 業 法 第 17条 の 規 定 に
よ る 短 時 間 勤 務 を す る こ と と な っ た
職員  

 (2)・ (3) （略）   (2)・ (3) （略）  

  

附  則  附  則  

  

１・２  （略）  １・２  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

３  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 、 阪 南
市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田 尻 町 又 は 岬 町
の 職 員 で あ っ た 者 で 、 引 き 続 き 同 日 に
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 と な っ た も
の （ 企 業 長 の 求 め に よ り 職 員 と な っ た
も の に 限 る 。 ） に つ い て 、 同 日 前 に お
い て 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に
関 す る 条 例 （ 昭 和 42年 泉 南 市 条 例 第 ４
号 ） 、 阪 南 市 水 道 事 業 職 員 の 給 与 の 種
類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 47年 阪
南 市 条 例 第 81号 ） 、 豊 能 町 水 道 事 業 職
員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例
（ 昭 和 57年 豊 能 町 条 例 第 14号 ） 、 忠 岡
町 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関
す る 条 例 （ 昭 和 43 年 忠 岡 町 条 例 第 ８
号 ） 、 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準
に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41年 田 尻 町 条 例 第
21号 ） 又 は 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び
基 準 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 42年 岬 町 条 例
第 ９ 号 ） （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 統 合
前 の 市 町 の 条 例 」 と い う 。 ） そ の 他 の
条 例 の 規 定 に よ り 給 与 を 減 額 す べ き 事
由 が 生 じ て い た 場 合 は 、 統 合 前 の 市 町
の 条 例 そ の 他 の 条 例 の 規 定 に よ り 減 額
す べ き 給 与 の 額 を こ の 条 例 の 規 定 に よ
り 減 額 す べ き 給 与 の 額 と み な し て 減 額
するものとする。  

 

  

（大阪広域水道企業団情報公開条例の一部改正）  

第６条  大阪広域水道企業団情報公開条例（平成 23年大阪広域水道企業

団条例第４号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  



 

改正後  改正前  

  

附  則  附  則  

  

１―３  （略）  １―３  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

４  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 情 報 公
開 条 例 （ 平 成 11 年 泉 南 市 条 例 第 17
号 ） 、 阪 南 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 12年
阪 南 市 条 例 第 26号 ） 若 し く は 阪 南 市 情
報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例 （ 平
成 12年 阪 南 市 条 例 第 28号 ） 、 豊 能 町 情
報 公 開 条 例 （ 平 成 16年 豊 能 町 条 例 第 ３
号 ） 、 忠 岡 町 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 11年
忠 岡 町 条 例 第 ８ 号 ） 、 田 尻 町 情 報 公 開
条 例 （ 平 成 12年 田 尻 町 条 例 第 32号 ） 又
は 岬 町 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 12年 岬 町 条
例 第 27 号 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 処
分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 の う ち 、 水 道 事
業 に 係 る も の は 、 こ の 条 例 中 に こ れ に
相 当 す る 規 定 が あ る 場 合 に は 、 当 該 規
定によりなされたものとみなす。  

 

  

（大阪広域水道企業団個人情報保護条例の一部改正）  

第７条  大阪広域水道企業団個人情報保護条例（平成 23年大阪広域水道

企業団条例第５号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

附  則  附  則  

  

１―６  （略）  １―６  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

７  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 個 人 情
報 保 護 条 例 （ 平 成 19年 泉 南 市 条 例 第 ３
号 ） 、 阪 南 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成
12年 阪 南 市 条 例 第 27号 ） 若 し く は 阪 南
市 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 査 会 条 例
（ 平 成 12年 阪 南 市 条 例 第 28号 ） 、 豊 能

 



 

町 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 13年 豊 能 町
条 例 第 ９ 号 ） 、 忠 岡 町 個 人 情 報 保 護 条
例 （ 平 成 11年 忠 岡 町 条 例 第 ９ 号 ） 、 田
尻 町 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 12年 田 尻
町 条 例 第 33号 ） 又 は 岬 町 個 人 情 報 保 護
条 例 （ 平 成 12年 岬 町 条 例 第 28号 ） の 規
定 に よ り な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の
行 為 の う ち 、 水 道 事 業 に 係 る も の は 、
こ の 条 例 中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が あ
る 場 合 に は 、 当 該 規 定 に よ り な さ れ た
ものとみなす。  

８  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 、 阪 南
市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田 尻 町 及 び 岬 町
で 行 わ れ て い た 水 道 事 業 に 係 る 個 人 情
報 取 扱 事 務 に つ い て の 第 ５ 条 第 ２ 項 の
規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 を 開
始 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 」
と あ る の は 、 「 で 現 に 行 わ れ て い る も
の に つ い て は 、 平 成 31 年 ４ 月 １ 日 以
後、遅滞なく」とする。  

 

９  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に し た 行 為 に 対
す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前
の例による。  

 

  

（大阪広域水道企業団行政手続条例の一部改正）  

第８条  大阪広域水道企業団行政手続条例（平成 23年大阪広域水道企業

団条例第６号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

附  則  附  則  

  

１―３  （略）  １―３  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

４  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 行 政 手
続 条 例 （ 平 成 12 年 泉 南 市 条 例 第 22
号 ） 、 阪 南 市 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 13年
阪 南 市 条 例 第 23号 ） 、 豊 能 町 行 政 手 続
条 例 （ 平 成 11年 豊 能 町 条 例 第 17号 ） 、
忠 岡 町 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 11年 忠 岡 町
条 例 第 26 号 ） 、 田 尻 町 行 政 手 続 条 例
（ 平 成 10年 田 尻 町 条 例 第 １ 号 ） 又 は 岬
町 行 政 手 続 条 例 （ 平 成 10年 岬 町 条 例 第
２ 号 ） の 規 定 に よ り な さ れ た 聴 聞 に 係

 



 

る 手 続 、 弁 明 の 機 会 の 付 与 そ の 他 の 行
為 の う ち 、 水 道 事 業 に 係 る も の は 、 こ
の 条 例 中 に こ れ に 相 当 す る 規 定 が あ る
場 合 に は 、 当 該 規 定 に よ り な さ れ た も
のとみなす。  

  

（大阪広域水道企業団長期継続契約に関する条例の一部改正）  

第９条  大阪広域水道企業団長期継続契約に関する条例（平成 23年大阪

広域水道企業団条例第 23号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定

に下線で示すように改正する。  

改正後  改正前  

  

附  則  附  則  

  

１・２  （略）  １・２  （略）  

（ 泉 南 市 、 阪 南 市 、 豊 能 町 、 忠 岡 町 、 田
尻 町 及 び 岬 町 と の 水 道 事 業 の 統 合 に 伴 う
経過措置）  

 

３  平 成 31年 ４ 月 １ 日 前 に 泉 南 市 長 期 継
続 契 約 に 関 す る 条 例 （ 平 成 19年 泉 南 市
条 例 第 ８ 号 ） 、 阪 南 市 長 期 継 続 契 約 を
締 結 す る こ と が で き る 契 約 を 定 め る 条
例 （ 平 成 17年 阪 南 市 条 例 第 ３ 号 ） 、 豊
能 町 長 期 継 続 契 約 に 関 す る 条 例 （ 平 成
24年 豊 能 町 条 例 第 ２ 号 ） 、 忠 岡 町 長 期
継 続 契 約 に 関 す る 条 例 （ 平 成 20年 忠 岡
町 条 例 第 ９ 号 ） 、 田 尻 町 長 期 継 続 契 約
を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 を 定 め る
条 例 （ 平 成 25年 田 尻 町 条 例 第 24号 ） 又
は 岬 町 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が
で き る 契 約 を 定 め る 条 例 （ 平 成 17年 岬
町 条 例 第 34号 ） の 規 定 に よ り 締 結 さ れ
た 契 約 の う ち 、 水 道 事 業 に 係 る も の
は 、 こ の 条 例 の 相 当 す る 規 定 に よ り 締
結されたものとみなす。  

 

  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 31年４月１日から施行する。  

（泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町及び岬町との水道事業の統

合に伴う経過措置）  

２  大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例（平成

30年泉南市条例第 42号）第３条第１号の規定による廃止 前の泉南市水



 

道事業の設置等に関する条例（昭和 42年泉南市条例第２号）第８条、

大阪広域水道企業団への水道事業統合に伴う関係条例の整理に関する

条例（平成 30年阪南市条例第 19号）第８条第１号の規定による廃止前

の 阪 南 市 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 47年 阪 南 市 条 例 第 80

号）第８条、大阪広域水道企業団との水道事業統合に伴う関係条例の

整理等に関する条例（平成 30年豊能町条例第 25号）第９条第１号の規

定による廃止前の豊能町水道事業の設置等に関する条例（昭和 57年豊

能町条例第 13号）第７条、忠岡町水道事業の設置等に関 する条例を廃

止する条例（平成 30年忠岡町条例第 12号）の規定による廃止前の忠岡

町水道事業の設置等に関する条例（昭和 43年忠岡町条例第７号）第 10

条、大阪広域水道企業団統合に伴う関係条例の整理に関する条例（平

成 30年田尻町条例第 18号）第３条第２号の規定による廃止前の田尻町

水道事業の設置等に関する条例（昭和 41年田尻町条例第 19号）第７条

又は岬町水道事業の設置等に関する条例等を廃止する条例（平成 30年

岬町条例第 28号）第１項の規定による廃止前の岬町水道事業の設置等

に関する条例（昭和 42年岬町条例第 10号）第７条の規定による平成 30

年 10月１日から平成 31年３月 31日までの業務の状況を説明する書類の

提出については、なおこれらの規定の例による。  


